
伝染性病気の登園停止のめやす 

 

こども園は集団生活の場です。下記の伝染病にかかったら医者の指示に従って、完治するま

でお休みして下さい。出席停止扱いとなり、「登園許可証明書」の提出が必要となります。 

                                             

（学校保健法抜粋） 

病 名【第２種】 登園できない期間のめやす 

インフルエンザ 発症した後５日を経過し、かつ解熱した後３日を過ぎるまで 

百  日  咳  特有の咳が消失するまで 

 麻 疹（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

ウイルス性肝炎 主要症状が消退するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺の腫脹（はれ）が消失するまで 

風 疹（３日はしか） 発疹が消失するまで 

水 痘（水ぼうそう） すべての発疹が痂皮（かさぶた）化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

 

 

以下の病気は、症状により学校医その他の医師において、感染の恐れがないと認めるまで休

む病気です。 

 

【第３種】 

流行性結膜炎・急性出血性結膜炎・溶連菌感染症・腸管出血性大腸菌感染症・手足口病 

感染症胃腸炎・りんご病・アデノウィルス・その他の伝染病 

 

 

＊コロナウイルス感染症の場合は、保健所や教育委員会の指示に従ってください。 

 

 

 

 

 



保護者 様 

聖籠町立蓮野こども園 

感染症の場合の登園について 

 こども園は集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発生や流行をできるだけ防ぎ、子どもたちが一日

快適に生活できることが大切です。お子さんが感染症にかかった場合は、医師の診断に従い、園での集団生活に適

応できる健康状態に回復してから登園するようご理解とご協力をお願いいたします。また、下記の感染症について

は、かかりつけの医師より「登園許可証明書」を記入してもらい園へ提出してください。 

 ※医療機関によっては下記の「登園許可証明書」を記入する際に文書料として有料となる場合がありますのでご

承知おきください。 

 

主治医 様 

 下記の感染症は、お手数でも「登園許可証明書」をご記入いただき、園あてにお知らせくださるようお願い申し

上げます。その他の感染症については、原則「登園許可証明書」のご記入は不要ですが、お子さんの全身状態が良

好になりましたら保護者へ「登園してよい」旨のご指導をお願いいたします。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・き り と り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

登園許可証明書 

【保護者記入欄】 

こども園名 蓮野こども園 クラス名  

園児氏名  生年月日 平成・令和   年  月  日生 

 

【主治医記入欄】・・・該当に○印をお願いいたします。 

 病   名 

第２種 
インフルエンザ    百日咳    麻疹（はしか）   流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

 風疹    水痘（みずぼうそう）     咽頭結膜熱     結核 

第３種及び 

その他感染

症 

腸管性大腸菌感染症    流行性角結膜炎    急性出血性結膜炎 

溶連菌感染症   ウイルス性肝炎   手足口病   伝染性紅斑（リンゴ病）    

ヘルパンギーナ  マイコプラズマ感染症   流行性嘔吐下痢症   アタマジラミ  

とびひ（伝染性膿痂疹）   水いぼ（伝染性軟属腫） 

 

※第３種及びその他感染症については症状が強い場合は出席停止の指示、登園許可証明書の記入

をお願いいたします。 

  

上記の疾病は、治癒したので、こども園に登園しても差し支えありません。 

 

登園してもよいと認められる年月日      令和   年   月   日 

 

 

 

 

令和   年   月   日      病(医)院名 

医師 氏名                 印 

停止期間        月    日  ～    月    日まで 


